
富岡市ホームページ広告募集要領 
 
１ 目 的 
この要領は、富岡市有料広告掲載に関する基本要綱（以下「基本要綱」という。）に定めるもの

のほか、富岡市がインターネット上に公開しているホームページへの広告の募集に関して、必要な

事項を定めるものです。 

２ 広告表示方法 
広告の表示方法は、バナー広告とし、規格等は次のとおりとします。 
①縦５０ピクセル、横１７０ピクセル 
②データ容量 ８KB以下 
③形式 ＧＩＦ形式，ＪＰＥＧ形式，ＰＮＧ形式。 
ただし、アニメーション、高速振動、高速点灯イメージのものは不可とします。 

３ 広告の掲載位置 
掲載位置は、富岡市ホームページを運営する担当の課長が決定します。  
４ 掲載できない広告 

  次の項目に該当する場合は、掲載できません。 

①公共性又は市の品位を損なうおそれのあるもの 

②法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定

する営業に該当するもの 

④貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業に該当するもの 

⑤政治又は宗教に関するもの 

⑥個人、団体等の意見広告を内容とするもの 

⑦公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

⑧市民の健康を害するおそれのあるもの 

⑨その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの 

５ 広告掲載料金 
広告の掲載料金は１枠当たり月額１０，０００円です。ただし、長期の連続掲載を希望した場合

は次のとおりとします。 
掲載期間 掲載料 
６ヶ月 55,000円
12ヶ月 100,000円

６ 広告の掲載期間 
広告掲載期間は、１ヶ月単位とし、１年間を上限とする。ただし、再掲載は妨げない。 

７ 広告の開始日及び終了日 
広告の掲載開始日は月の初日とし、掲載終了日は月の末日とします。  

８ 広告の作成及び経費負担 
広告の作成については、広告主の責任において作成し、その費用はすべて広告主が負担するもの

とします。 

９ 申し込み 
基本要綱に定めるもののほか、ホームページ広告掲載申請特記事項を、情報政策課へ提出してく

ださい。 



10 問い合わせ先 
富岡市企画財務部情報政策課 

TEL ０２７４-６２-１５１１  FAX ０２７４-６２-０３５７ 

E-mail jouhou@city.tomioka.lg.jp   



別紙 

 

 

ホームページ広告掲載申請特記事項 

 

 

 

 

  有料広告掲載申込書に記載する広告原稿は、電子データでも可とする。 

掲載希望期間

（１ヶ月単位）      年  月から    年  月まで（  ヶ月） 

リンク先ＵＲＬ http:// 

業   種  

Eメール 
 


